
阿賀野市条例第３４号 

   阿賀野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例 

 阿賀野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年阿賀野市条

例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

２ 市長 妊産婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

３ 市長 特定不妊治療に係る費用の助成に関する事務であって規則で定め

るもの 

４ 市長 不育症治療に係る費用の助成に関する事務であって規則で定める

もの 

５ 市長 重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定め

るもの 

６ 市長 ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定め

るもの 

７ 市長 子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

 別表第２に次のように加える。 

１６ 市長 妊産婦の医療費の助成に関する

事務であって規則で定めるもの 

次に掲げる情報であって規則で

定めるもの 

(１) 生活保護法による保護

の実施又は就労自立給付

金若しくは進学準備給付

金の支給に関する情報（以

下「生活保護関係情報」と

いう。） 

(２) 外国人生活保護関係情

報 

(３) 健康保険法（大正１１年

法律第７０号）、船員保険

法（昭和１４年法律第７３

号）、私立学校教職員共済



法（昭和２８年法律第２４

５号）、国家公務員共済組

合法（昭和３３年法律第１

２８号）、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９

２号）、地方公務員等共済

組合法（昭和３７年法律第

１５２号）及び高齢者の医

療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）に

よる医療に関する給付の

支給又は保険料の徴収に

関する情報（以下「医療保

険給付関係情報」という。） 

１７ 市長 特定不妊治療に係る費用の助成

に関する事務であって規則で定

めるもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

１８ 市長 不育症治療に係る費用の助成に

関する事務であって規則で定め

るもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

１９ 市長 重度心身障害者の医療費の助成

に関する事務であって規則で定

めるもの 

次に掲げる情報であって規則で

定めるもの 

(１) 地方税法その他の地方

税に関する法律に基づく

条例の規定により算定し

た税額又はその算定の基

礎となる事項に関する情

報（以下「地方税関係情報」

という。） 

(２) 医療保険給付関係情報 

２０ 市長 ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する事務であって規則で定

めるもの 

次に掲げる情報であって規則で

定めるもの 

(１) 地方税関係情報 



(２) 医療保険給付関係情報 

(３) 戸籍法（昭和２２年法律

第２２４号）第１３条各号

に規定する情報 

２１ 市長 子どもの医療費の助成に関する

事務であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

 別表第３中 

「 

１  教育

委員会 

子ども・子育て支援法 

による子どものための

教育・保育給付の支給 

又は地域子ども・子育 

て支援事業の実施に関 

する事務であって規則 

で定めるもの 

市長 児童福祉法による障害児通

所支援に関する情報、地方税

関係情報、住民票関係情報、

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律による自立支援給

付の支給に関する情報、生活

保護関係情報、児童扶養手当

関係情報、中国残留邦人等支

援給付等関係情報又は外国

人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

」 

を 

「 

１ 教育 

 委員会 

子ども・子育て支援法によ

る子どものための教育・保

育給付の支給又は地域子

ども・子育て支援事業の実

施に関する事務であって

規則で定めるもの 

市長 次に掲げる情報であって規

則で定めるもの 

(１) 児童福祉法による

障害児通所支援に

関する情報 

(２) 地方税関係情報 

(３) 住民基本台帳法

（昭和４２年法律

第８１号）第７条第

４号に規定する情
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報 

(４) 障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律による自

立支援給付の支給

に関する情報 

(５) 生活保護関係情報 

(６) 児童扶養手当法

（昭和３６年法律

第２３８号）による

児童扶養手当の支

給に関する情報 

(７) 中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進

並びに永住帰国し

た中国残留邦人等

及び特定配偶者の

自立の支援に関す

る法律（平成６年法

律第３０号）による

支援給付又は配偶

者支援金の支給に

関する情報 

(８) 外国人生活保護関

係情報 

」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 


